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   軽費老人ホーム事務費補助金交付要綱の一部を改正する要綱 

 軽費老人ホーム事務費補助金交付要綱の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

  

（補助金交付の対象等） （補助金交付の対象等） 

第２条 略 第２条 補助の対象となる経費及び補助金交付額は、別表に掲げるとおり

とする。 

  

別表 別表 

 

 

補助対象経費は、以下の①及び②の合計額とする。 

① 略 

 

 

  

 

補助対象経費は、以下の①～④の合計額とする 

① 略 

② 軽費老人ホームの介護職員の処遇改善を図る

ための経費 (以下「民間施設給与等改善費」と

いう。)  

 

 

補助対象経費 

② 軽費老人ホームの介護職員等に支給される賃

金・手当・賞与等（以下「賃金等」という。）

の改善等に充当し、もって介護職員等の処遇改

善を図るための経費（以下「介護職員等処遇改

善費」という。） 

  

補助対象経費 

③ 軽費老人ホームの介護職員等に支給される賃

金・手当・賞与等（以下「賃金等」という。）

の改善及びこれに伴う法定福利費等に充当し、

もって介護職員等の処遇改善を図るための経費

（以下「介護職員等処遇改善費」という。） 

 

 

 

   

 

④ 軽費老人ホームの介護職員等の離職の防止・

職場定着の推進をより効果的・効率的に実施す

るための、職場環境改善経費又は人件費（以下

「介護人材確保・職場環境改善費」という。） 

 

  ① 略    ① 略  

 
 

 

 
  

 

② 民間施設給与等改善費 

49,000円 × 下表による介護職員の配置基

準数 × 開設月数 

 

 
補助金交付額 

② 介護職員等処遇改善費 

下のア、イのうちいずれか少ない額 
  

補助金交付額 
③ 介護職員等処遇改善費 

下のア、イのうちいずれか少ない額 
 

 

 

ア 次に掲げる額の合計額 

(１) 下表による介護職員の配置基準数 

× 9,000円 × 賃金等の改善等を行っ

た月数 

(２) 賃金等の改善実施期間における各月

  

 

ア 下表による介護職員の配置基準数 × 

18,150円 × 賃金等の改善を行った月数 
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の下記の額の合計額に 0.0116 を乗じて得

た額 

サービスの提供に要する費用（月額） 

× 一般入所者の数 

  イ 実際の賃金等の改善等に要した額    イ 実際の賃金等の改善に要した額  

 

 

   

 

④ 介護人材確保・職場環境改善費 

   下のア、イのうちいずれか少ない額 

ア 54,000円 × 下表による介護職員の配

置基準数 

イ 実際に介護人材確保・職場環境改善等の

実施に要した額 

 

   略      略   

 

 

（注） 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

（注） 略  
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附 則 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

２ 令和９年３月 31 日までの間、改正前の別表補助金交付額の項①及び②の規定により計算した額（令和８年３月１日時点のサービスの提供に要する費用

（月額）により計算した額とする。以下「改正前額」という。）が改正後の別表補助金交付額の項①の規定により計算する額（サービスの提供に要する基

本額（月額）により計算した額とする。以下「改正後額」という。）を超える場合には、同項に定めるもののほか、改正後額と改正前額との差額（当該額

が改正前の別表補助金交付額の項②の規定により計算した民間施設給与等改善費の額を超えるときは、当該民間施設給与等改善費の額）を補助金交付額と

する。 


